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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは「Evenな社会の実現」をミッションに掲げ、大都市一極集中、少子高齢化社会、長時間労働、教育や医療の格差など、世界が抱え
る様々な課題をプラットフォーム・インフラとしての立場でビジュアルコミュニケーションを通じて解決し、すべての人が機会を平等に得られる社会の
実現を目指しております。

この経営理念のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、取締役及び全従業員が法令を遵守し、健全な社会規範のもとに
その職務を遂行するとともに、コーポレートガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいります。

基本方針

(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

(2) ステークホルダー（株主、お客様、お取引先、地域社会、従業員等）との適切な協働に努める。

(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

(4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務を適切に果たしていく。

(5) 株主との建設的な対話に努める。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

本報告書は、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【補充原則1-2④．議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳】

当社は第22期（2021年12月期）定時株主総会から議決権電子行使プラットフォームの利用を予定しております。

招集通知の英訳については、2020年度以降、海外投資家の持株比率は上昇傾向にあり、実施を検討してまいります。

【補充原則2-4①．中核人材の登用等における多様性の確保】

＜中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方＞

当社の人財における基本方針として「ピープル・サクセス　ポリシー」を掲げ、当社ミッションである「Evenな社会の実現」を社内外問わず推進してお
ります。そのため中核となる人財においても、性別、国籍、新卒既卒という区分ではなくEvenな機会を提供しており、現時点では目標数値を掲げて
おりません。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針＞

当社のミッションを支えるバリューとして、「自分らしく個が輝ける会社 / Stay Gold」を掲げております。「一人ひとりが情熱と誇りを胸に挑戦を続け

る。輝ける個が、互いの生き方や価値観の多様性を対話を通じて理解しあい、成長を支え合える会社をつくる。」という方針を基に、「新たな価値を
共創しつづける人財の育成」を人財育成方針として社内外に周知し、それに沿った各種社内環境を整備しております。

具体的な社内環境整備として、当社は社員の成長こそが会社の成長、自らの成長を志し挑戦する社員を支援することとして、強みをつかむキャリ
ア自律支援制度「キャリアドック」と「ビジョントーク」、ブイキューブ式経験学習制度「The GOLD」、育つ環境をつくるマネジメント人財の育成と支援、

意志のある人への学び場の提供等、様々な育成のための制度を構築しており、社会環境、会社の状況に応じて随時アップデートしてまいります。

【補充原則3-1③． サステナビリティについての取り組み等】

＜サステナビリティへの取り組み＞

サステナビリティへの取り組みについて、当社ホームページで「ESGへの取り組み」として掲載しております。（https://jp.vcube.com/company/esg）

また、IR資料において、「V-cubeのマテリアリティ」として5項目を挙げており、①テクノロジーによる地球環境への貢献、②新しい働き方（選べる働き
方）の確立によるEvenな社会の実現、③だれ一人取り残さないためのデジタル化（誰もが映像コミュニケーション可能な社会の実現）、④産業のリ
モート化、⑤企業活動を支えるガバナンスを設定しております。

＜人的資本や知的財産への投資等＞

人的資本につきましては補充原則2-4①にて記載した通りです。知的財産につきましては当社で開発・設計したソフトウェアやプログラム等に関す
る特許権侵害の調査等を行っております。

＜TCFDに基づく開示について＞

当社の各事業においては、現時点では気候変動問題が当社事業に重大な影響を及ぼすことは想定されないためTCFDに戻づく開示は行っており
ませんが、リモート・オンラインを活用した双方向の映像コミュニケーションを実現する当社事業を通じてCO2を排出する移動の削減等でお客様の
省エネに貢献いたします。また、当社でも再生可能エネルギーの活用として、2025年までに事業活動に伴う電力を100%再生可能エネルギー化に
取り組んでまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

本報告書は、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。

【原則1-3．資本政策の基本的な方針】

1．当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、資本コストを意識した資本構成及び資金配分の最適化の観点から、必要な資本政
策を実施します。

2．当社は、大規模な希釈化をもたらす資本調達等の実施に際しては、既存株主の利益を不当に毀損することのないよう、取締役会においてその
必要性・合理性を十分検討するものとします。

【原則1-4．政策保有株式】

当社は、当社サービスの事業展開や当社サービスとの組み合わせによる新たな市場価値の提供可能性等の事業シナジーを見込める場合、また
市場性及び競合優位性のほか、投資先の財務状況および事業計画等を踏まえた一定期間における回収可能性があると判断した場合に政策保
有株式を保有しております。予定していた事業シナジーが実行されなかった場合には売却を実施することとしております。投資額はリスクの一定程
度の低減及び財務的健全性を確保するため、出資比率、1件あたりの投資額、投資額累計の純資産に対する比率についての上限を定めておりま
す。

当社は政策保有株式として非上場株式7銘柄を保有しており、上場株式は保有しておりません。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社が当社役員等と取引を行う場合には、法令及び取締役会規程に基づき、当該取引につき取締役会の承認を要することとしております。

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度を設けておりません。

【原則3-1．情報開示の充実】

(1)　会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　当社は経営理念、ビジョンとミッションを定め、当社ホームページ上の「会社情報、IR情報」に掲載しております。（https://jp.vcube.com/company
/）　（https://ir.vcube.com/jp/）

(2)　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方」をご覧ください。

(3)　取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

　　取締役の報酬決定に際しましては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向
や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。

　　より透明性を高めるため、2018年7月に設置した社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会にてこの検討プロセスを実施し、指名・報
酬委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。

(4)　取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

　　取締役候補者は、代表取締役、担当取締役、社外取締役それぞれに選解任の方針を設け、指名・報酬委員会で審議します。指名・報酬委員
会は取締役会に対して選解任理由等の説明を行い、取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしています。監査役候補者は、監査役会の
同意を得て取締役会にて候補者を決定し、株主総会に付議しております。

(5)　取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　選解任の理由の説明については、選解任や指名の都度、株主総会招集通知や適時開示または任意開示等にて開示いたします。

　　取締役の経歴、社外取締役及び社外監査役の選任理由については、「株主総会招集ご通知」（株主総会参考書類）及び本報告書の「II.1. 【取

締役関係】会社との関係（2）及び【監査役関係】会社との関係（2）」に掲載しております。（https://ir.vcube.com/jp/）

【補充原則4-1①．経営陣に対する委任の範囲及びその概要】

当社では、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に定めた経営に関わる重要事項の意思決定を取締役会にて決定しており
ます。その他については「決裁基準」及び社内規程にて経営陣に対する委任の範囲を明確にしております。

【原則4-8．独立社外取締役の有効な活用】

取締役8名のうち3名が社外取締役であり、全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。取締役会における独立社外取締役の数は3
分の1を超えております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、東京証券取引所が定める基準を満たすものの中から、当社への経営の助言及び監督機能を発揮するため、会社経営や市長経験者、女
性、専門家等、社会課題解決のためのアイディア・ノウハウを持つ人財を候補者として選定しています。

【補充原則4-10①．指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】

当社は監査役会設置会社であり独立社外監査役3名で構成されていますが、当社の取締役会8名のうち独立社外取締役は3名であり、独立社外
取締役は取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名・報酬については、説明責任強化及び独立性・客観性が必要なことから、指名・報
酬委員会を設置しております。本委員会5名のうち、委員長及び委員の合計3名が独立社外取締役であり本委員会の過半数を占めております。本
委員会では取締役の選任・解任に関する基準や方針を策定し候補者を審議するとともに、取締役の報酬に関する方針を策定し報酬制度及び報
酬額を審議しております。本委員会では、創業メンバーの他、会社経営や市長の経験者、女性、専門家等、多様なバックグラウンドをもつ取締役
による議論を通じて重要事項の検討がなされております。

【補充原則4-11①．取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

経営のマネジメント機能とモニタリング機能のバランスを備えた取締役会を構成することを基本として、事業規模、経営環境等に応じて適宜検討し
ていくことを基本方針としています。取締役会は、6名を上限とする業務執行取締役と2名以上かつ取締役会の3分の1以上の人数の非業務執行取
締役（社外取締役）で構成することとしています。

取締役候補の選任手続きは、指名・報酬委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。



また、取締役候補者のスキルマトリックス及び選任理由については定時株主総会招集通知に記載を予定し、当社が備えるべき経営陣のスキル構
成を開示する予定です。現在の取締役および監査役のスキルマトリックスは本報告書「V．その他」に記載の通りです。

【補充原則4-11②．取締役・監査役の兼任状況】

取締役および監査役（候補者を含む）の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」（事業報告書・株主総会参考書類）等において
毎年開示しております。（https://ir.vcube.com/jp/stock/）

【補充原則4-11③．取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果の開示】

当社は、当社の企業価値の向上を目的として、当社のコーポレート・ガバナンスの体制及び実効性を高めていくために、取締役会の実効性に関す
る評価を実施しています。2020年12月期につきましては以下の通り評価を行いました。2021年12月期につきましては、2022年3月頃に実施予定で
す。

（取締役会の実効性に関する評価の方法）

常勤監査役が取締役会を構成する全ての取締役及び監査役を対象に、取締役会の運営、議題、及び機能に関する14の自己評価項目で構成さ
れる、記名式のアンケート調査を実施しました。調査結果は常勤監査役から取締役会へ報告され、取締役会で自己評価と課題抽出に関する議論
が行われました。

（取締役会における評価結果）

アンケートの結果、取締役会の実効性については概ね高い評価となりました。特に、「年間スケジュール、予想される審議事項についての事前決
定」「取締役会の開催頻度」「取締役に対して十分な情報が提出される体制」「取締役会における審議時間」「社外取締役・監査役が自由に発言で
きる雰囲気」「議題の選定」「業務執行状況報告の頻度及び内容」「指名・報酬委員会からの活動状況報告の頻度及び内容」「役割・責務を果たす
ための知識・経験・能力」「企業戦略の大きな方向性を示す議題の審議」「経営陣による適切なリスクテイクとなる議案を支える雰囲気」「コンプライ
アンスや内部統制、リスク管理体制の整備・運用についての議論」については、適切であることを確認しました。一方、「取締役会資料の事前送付
」については、改善すべき点が残っていると認識しております。

2021年度につきましては、取締役会での審議の充実化を図るためにも資料の事前送付と、資料内容の整備を改善することといたします。当社の
事業に影響する主要なリスクに関しての議論については、社内のコンプライアンス・リスク管理委員会の活動状況・委員会にて取り上げた課題とそ
の対策について、さらに取締役会に報告を行い、リスク認識の共有と議論を行うことで取締役会の監督機能の強化につなげてまいります。そして、
取締役会は会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ることを認識しており、企業戦略等の大きな
方向性を示す議題の審議に対してもこれまで以上の時間を費やしてまいります。

【補充原則4-14②．取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社では、社外役員に対して、就任時に当社事業内容及び経営戦略等に関する説明を実施し、社外役員の当社事業の理解促進に努めておりま
す。また各取締役・監査役が職責を全うする上で必要な知識・情報を取得するために社外研修等を会社の費用において受講できるようにしており
ます。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する建設的な対話を目的とする株主からの面談の申し込みに対して、その面談の目的に
より必要に応じて代表取締役社長又は経営陣幹部がこれに対応することを基本としております。

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針として、株主との対話を統括する役員として取締役CFOを指定し
、対話を補助する部門間での情報共有を確実に行うなど有機的な連携を確保するものとします。また、株主との建設的な対話を促進するため、株
主構造の把握に努め、代表取締役社長による「四半期毎の決算説明会」、「個人投資家向けオンライン説明会」、国内外の投資家訪問などを実施
し、その結果は、定期的に、経営陣幹部及び取締役会に報告します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

間下　直晃 3,416,247 14.11

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,172,600 4.84

株式会社SBI証券 885,954 3.66

JP MORGAN CHASE BANK 385632

（常任代理人 株式会社みずほ銀行）
834,428 3.45

トミーコンサルティングインク 680,000 2.81

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 633,600 2.62

RBC ＩＳＴ 15 ＰＣＴ ＬＥＮＤＩＮＧ ＡＣＣＯＵＮＴ － ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ

（常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京）
580,500 2.40

楽天証券株式会社 563,800 2.33

野村證券株式会社

（常任代理人 株式会社三井住友銀行）
521,659 2.15

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）
495,989 2.05

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

村上 憲郎 他の会社の出身者

西村 憲一 他の会社の出身者 △

越　直美 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村上 憲郎 ○ ―――

　村上憲郎氏は、グローバル企業の経営者とし
ての経験が豊富であるため、当社の更なるグ
ローバル展開のための助言・提言のほか、経
営全般に対する助言・提言を行っていただける
ものと判断し、社外取締役として選任しておりま
す。同氏は、上記のa～kのいずれにも該当せ
ず、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員に指定しております。

西村 憲一 ○

　西村憲一氏は、2017年6月末まで当社と
取引関係のある株式会社ミライトの相談
役を兼任していました。なお、2021年12月
期決算における株式会社ミライトとの取引
額は連結売上高の0.1%未満の僅少な水準
となる見込です。

　西村憲一氏は、情報・通信分野における企業
経営者としての経験が豊富であるため、経営全
般に対する助言・提言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
同氏は、上記２．のa～kのhに該当しております
が、当社と取引関係のある株式会社ミライトの
相談役を2017年6月末をもって退任しているた
め、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、独立役員に指定するものでありま
す。

越　直美 ○ ―――

　越直美氏は、弁護士としての豊富な経験と企
業法務に関する専門性を有するとともに、大津
市長として２期８年にわたる市政運営と行政活
動を通じた多様な経験と幅広い見識を有してお
り、経営全般に対する助言・提言を行っていた
だけるものと判断し、社外取締役として選任し
ております。同氏は、上記２．のa～lのいずれに
も該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそ
れがないと判断し、独立役員に指定するもので
あります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役



報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 2 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

１．設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため。

２．指名・報酬委員会の構成

委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の中から指名・報酬委員会の決議によって選定する。

３．指名・報酬委員会の役割

次の事項を審議し、取締役会に対して助言・提言します。

（指名関連）

(1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案

(2) 代表取締役を含む業務執行取締役の選定及び解職に関する取締役会議案の原案

(3) 業務執行取締役の職務分担に関する取締役会議案の原案

(4) 上記(1)～(3)を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止

(5) その他、上記(1)～(3)に関して取締役会が必要と認めた事項

（報酬関連）

(6) 当社の取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案

(7) 当社の取締役の個人別の報酬等の内容に関する取締役会議案の原案

(8) 上記(6)(7)を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止

(9) その他、上記(6)(7)に関して取締役会が必要と認めた事項

４．設置日

2018年７月26日

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

内部監査計画策定時において協議を行うほか、会計監査人による実査に監査役又は内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果
に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、監査役、会計監査人、内部監査室それぞれの監査が実効あるものとな
るよう相互間の連携強化を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

福島 規久夫 他の会社の出身者

小田嶋 清治 税理士



松山 大耕 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

福島 規久夫 ○ ―――

　福島規久夫氏は、海外金融の幅広い経験を
有しており、社外監査役としての職務を適切に
遂行いただけると判断し、社外監査役として選
任しております。

小田嶋 清治 ○ ―――

　小田嶋清治氏は、税理士としての幅広い経験
と高い見識を有しており、社外監査役としての
職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監
査役として選任しております。

松山 大耕 ○ ―――

　松山大耕氏は、妙心寺退蔵院副住職として
の卓見に基づく倫理観、グローバルでの活動
に基づく知見を有しており、社外監査役として
の職務を適切に遂行いただけると判断し、社外
監査役として選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社グループの結束力をさらに
高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の従業員



該当項目に関する補足説明

当社グループの中核を成す株式会社ブイキューブの社内取締役、従業員、子会社の従業員に対して、ストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。

有価証券報告書において、役員区分ごとの総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、各取締役の職責及び実績、会社業績、他社動向や過去の支給実績等を総合的に勘案し、株主総会にて決議された報酬限度額
の範囲内で、内規に従い決定しております。

2018年7月に社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会を設置し、設置日以降の役員報酬の決定に際しては、同委員会において検討プ
ロセスを実施し、同委員会による適切な助言を得た上で取締役会で決議することとしています。

取締役の報酬限度額（使用人分給与は含まない。）は、2021年3月25日開催の第21期定時株主総会において、年額300百万円以内（うち社外取締
役分は年額30百万円以内。使用人分給与は含まない。）とする旨決議いただいております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

事前に議案書を社外役員を含む全取締役・監査役に配付するほか、必要に応じて事前説明を行っております。社外役員への情報提供等のサポ
ートは、取締役会事務局が行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会を設置するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会や日常業
務の活動方針を審議する経営会議を設置しております。また、当社は社外取締役を除く取締役が、取締役会で決定された職務分掌に基づき、そ
れぞれの担当業務を遂行しております。

・取締役会

取締役会は取締役8名（うち社外取締役3名）で構成され、経営方針等の経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行って
います。取締役会の監督機能を向上しその実効性を確保するため、利益相反のおそれがない独立性を有する3名の社外取締役を選任しておりま
す。　また取締役・監査役候補の指名に際しては、取締役会全体として知識・経験の多様性とバランスに配慮するようにしております。

・監査役会

監査役会は監査役3名（すべて独立性を有する社外監査役）で構成され、監査役は監査役会で定められた監査方針、監査計画に基づき、代表取
締役との定期的な意見交換、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換、業務・財産の状況等
の調査を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。

・会計監査人

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。

・指名・報酬委員会

当社の持続的な企業価値向上のため、経営の公正性及び透明性を高めることを目的に、取締役の指名や報酬等に関する事項について、社外取
締役が過半数で構成する「指名・報酬委員会」にて審議し、客観性と透明性を確保します。

・経営会議

経営会議は、取締役、各本部長・室長等の幹部社員と常勤監査役及び内部監査室長等で構成され、経営課題等を審議するとともに、業務執行に
係る協議及び報告が適宜行われ、業務執行のチェック機能を果たしております。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

社外取締役3名は、経営の監督を行うとともに、広い見識と豊富な経験に基づいた経営全般に対する助言・提言を行っています。　また社外監査
役3名は、専門的知見と経験を生かして業務執行の適法性・妥当性をチェックすることにより経営に対する監視・監督機能を果たしております。

このような、社外取締役と社外監査役が適切に機能するコーポレート・ガバナンス体制を採用することにより、取締役会における透明・公正で適切
な意思決定と監督機能の実効性が担保されるものと考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
第21期（2020年12月期）定時株主総会を2021年3月25日（木）14時に開催いたしました。今
後も集中日（あるいは時間）を回避した日程を設定いたします。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使が可能となっております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

第22期（2021年12月期）定時株主総会から、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議
決権電子行使プラットフォームの利用開始を予定しております。

招集通知（要約）の英文での提供 将来的に提供する予定です。

その他

第21期（2020年12月期）定時株主総会において、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会
を実施しました。

映像配信については、当社のWebセミナーサービス（V-CUBEセミナー）を使用しておりま
す。

法規制の面でバーチャル株主総会が求める要件に合わせて、当社のWebセミナーサービ
ス（V-CUBEセミナー）をカスタマイズしており、株主総会の様子をご覧いただけるとともに、
拍手、質問の送信、議決権行使等の機能を搭載しております。

株主の皆様は招集通知にてご案内した株主専用のポータルサイトからログインし、本人
確認が取れている状態で事前の質問送信、株主総会へのインターネット出席ができます。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社のＩＲ活動に関する基本方針として、金融商品取引法に基づく法定開示や
東京証券取引所の規則等に基づく適時開示の遵守は当然のこととし、制度的
ディスクロージャーに止まることなく、常に株主・投資家の視点に立った迅速、
正確かつ公平な情報開示体制を確立してまいります。

なお、以下の通り、当社IRページにて公表しております。

https://ir.vcube.com/jp/management/disclosure-policy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催
「個人投資家向けオンライン説明会」を開催しております。当社のWebセミナー
サービス（V-CUBEセミナー）を使用したオンラインカンファレンスにより、代表取
締役社長から業績・事業報告等のご説明と質疑応答を行っています。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算毎に決算説明会を開催しております。当社のWebセミナーサービス
（V-CUBEセミナー）を使用したオンラインカンファレンスにより、代表取締役社
長から業績・事業報告等のご説明と質疑応答を行っています。

なお、決算説明会の動画を当社IRページにて公開しております。　

https://ir.vcube.com/jp/

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
代表取締役社長は、Web会議システムを利用して、適宜海外投資家と個別ミー
ティングや証券会社主催の海外投資家向けカンファレンスを行っております。

また年に数回、海外に所在する投資家を訪問しております。

あり



IR資料のホームページ掲載

決算情報、決算説明会の資料・動画、決算情報以外の適時開示資料・PR資料
、有価証券報告書又は四半期報告書、株主総会の招集通知等を、当社ＩＲペ
ージにて掲載しております。

https://ir.vcube.com/jp/

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営企画本部にIR担当者（1名）を置いております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ブイキューブ行動規範において、当社グループの役員および従業員が、株主・投資家、顧
客、取引先、従業員、各国・地域等との関係において、遵守する必要のある規範を定めて
おります。また、英文行動規範「V-cube Code of Conduct」を制定し、海外子会社を含む当

社グループ全体への周知・徹底を図っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

リモート・オンラインを活用した双方向の映像コミュニケーションを実現する当社事業を通じ
てCO2を排出する移動の削減等でお客様の省エネに貢献いたします。また、当社でも再生
可能エネルギーの活用として、2025年までに事業活動に伴う電力を100%再生可能エネル
ギー化に取り組んでまいります。

サステナビリティの方針・取り組みについては、当社ホームページで「ESGへの取り組み」と
して掲載しております。（https://jp.vcube.com/company/esg）

また、IR資料において、「V-cubeのマテリアリティ」として5項目を挙げており、①テクノロジー
による地球環境への貢献、②新しい働き方（選べる働き方）の確立によるEvenな社会の実
現、③だれ一人取り残さないためのデジタル化（誰もが映像コミュニケーション可能な社会
の実現）、④産業のリモート化、⑤企業活動を支えるガバナンスを設定しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

法令及び東京証券取引所の有価証券上場規程等並びに当社社内規程等に基づき内容等
を検討し、取締役会での審議を経て適時に情報開示、公表をしております。

なお、ディスクロージャーポリシーを当社IRページにて公表しております。

https://ir.vcube.com/jp/management/disclosure-policy/

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております
。

A．業務の適正を確保するための体制

(a)　取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　1)　取締役会を月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。取締役は意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督し、取締
役の業務執行に関する監督機能を確保する。

　2)　コンプライアンス体制の基礎として「ブイキューブ行動規範」を定め、当社グループの役員・従業員に周知・徹底する。

　3)　法令上疑義のある行為その他コンプライアンスに関する内部通報制度として、当社の常勤監査役及びＴＭＩ総合法律事務所弁護士を直接の
情報受領者とする内部通報窓口（ホットライン）を整備する。

　4)　「内部監査室」を設置し、適正な業務執行を確保するため、定期的に内部監査を実施する。

(b)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会の議事録、並びに稟議書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、「文書管理規程」の定めに基づき適切に保存・管理
する。

(c)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　事業活動に伴うリスクについて、その管理体制の充実・強化を推進するために社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置
し、リスクの把握と危機の未然防止策について整備を図る。

(d)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　1)　取締役への委嘱業務、幹部社員への権限移譲の明確化により、経営責任の所在を明らかにするとともに、事業運営の迅速化を図る。

　2)　取締役及び幹部社員で構成される経営会議を定期的に開催し、経営課題等を審議するとともに業務執行に係る協議及び報告を適宜行い、
日常業務の活動方針を決定する。

　3)　「中期経営計画」・「年度予算計画」を策定し、月次決算において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。

(e)　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　1)　当社は、主要な子会社に取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役の職務執行の監視・監督または監査を行う。

　2)　「関係会社管理規程」に基づき、重要事項・業務の執行状況等について当社への報告・協議を求めることを通じ、グループ会社の経営管理を
行う。



　3)　グループ会社の役員・従業員は、法令上の疑義その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、ホットラインに通報することができる
ものとする。

　4)　内部監査室は定期的に監査を実施するものとする。

　5)　当社は、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、機関設計や業務執行体制、並びにコンプライアンス体制や
リスク管理体制等につき、定期的に見直し、適正かつ効率的に業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。

　6)　当社及び子会社は、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対
応する。

(f)　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びに当該従業員の取締役からの独立性
に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

　1)　監査役の要請の都度、必要な専門性を有する従業員を監査役スタッフとして任命する。

　2)　このスタッフは、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。

　3)　取締役及び従業員は、このスタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力するものとし、このスタッフの任命、異動、評価等
は監査役と協議の上決定する。

(g)　当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役等またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査
役への報告に関する体制

　1)　監査役は必要に応じて当社の取締役及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役、従業員等（子会社の取締役等）またはこれらの者から
報告を受けた者に随時報告を求め、その職務の執行状況を確認することができる。

　2)　経営・業績に影響を及ぼす重要な事項については、監査役がその都度報告を受ける体制を確保し、財務情報の開示においては、事前に監
査役の内容確認を受ける。

　3)　当社は、子会社との間で、子会社の取締役等またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備する。

　4)　当社グループは、監査役へ報告を行った者または内部通報制度により通報を行った者に対して、かかる報告または通報を行ったことを理由
として、不利益な取扱いを行うことを禁止する。

(h)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　1)　監査役と代表取締役、内部監査室、会計監査人とは各々定期的な情報交換の機会を確保する。

　2)　監査役が職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除
き、速やかに費用の支払いを行う。

B．業務の適正を確保するための体制の運用の状況

　1)　ブイキューブ行動規範「V-cube Code of Conduct」の下、各種会議体や各種コミュニケーションツールを通じて、海外子会社を含むグループ全

体へのコンプライアンス徹底を図っております。

　2)　国内外でのグループ管理体制の強化のため、「関係会社管理規程」の運用を徹底しております。

　3)　内部監査室による業務監査及び内部統制監査を通じ、内部統制システム全般の整備、運用状況の評価及び改善を実施しております。また
上記の体制の下、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制有効性評価」を行っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」を制定し、所管部署は管理本部として運用を行っております。

具体的には、新規取引先については、外部企業情報機関等を用いて情報収集を行い、日経テレコン21で記事検索を行っています。

取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を
盛り込んでおります。

当社役員については、就任前に同様のチェックを行い反社会的勢力との関係排除に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【コーポレート・ガバナンス体制】

模式図を添付しておりますのでご参照ください。

【取締役・監査役のスキル・マトリックス】

「スキル・マトリックス」を添付しておりますのでご参照ください。

【適時開示に係る基本姿勢及び方針】

当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づく会社情報の開示を公平かつ適時適切に実施するだけでな
く、株主・投資家を始めとするステークホルダーの皆様の当社に対する理解を促し、その適正な評価を可能とするために有用な情報を積極的に開
示し、経営の透明性を確保しております。

【適時開示に係る社内体制】

当社では、適時開示の担当をIR担当者とし、ＣFＯを情報管理責任者としております。

社内の各部門で発生した発生事実、各種の会議体等で決定された決定事実及び決算情報は、各部門を通じて情報管理責任者に網羅的に集約さ
れる体制を構築しており、情報管理責任者が取得した情報を重要事実であると判断した場合、速やかに代表取締役社長に報告されることとなって
おります。適時開示が必要と判断された場合、取締役会を開催した上で、情報管理責任者の指揮の下、IR担当者において適時開示を実行するこ
ととなっております。

なお、適時開示の実行について緊急を要すると代表取締役社長が判断した場合には、取締役会の開催を経ずに直ちに適時開示を実施することと
しております。



コーポレート・ガバナンス体制図 

 

 

スキル・マトリックス 

 


